
　　地方消費税交付金の消費税率引き上げ分については、その使途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てることとなって

　おります。藤里町の一般会計における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は次のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

【歳出】社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費】

100,672

合　計 799,021 232,386 0 60,176 41,917 464,542

保健衛生費 135,816 6,339 0 28,805 0

0 214,763

社会保険費 230,682 35,053 0 4,605 41,917 149,107

国県支出金 地 方 債 そ の 他
地方消費税
交付金(社会
保障財源化分)

そ の 他

社会福祉費 432,523 190,994 0 26,766

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（令和６年度　藤里町一般会計決算）

41,917

799,021

（単位：千円）
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財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源


